
鰊

思いました。

何でや らなかつたの。

同じことです。吉井氏の場合,取 りつ く島がなかつたんです。

それだけが理由ですか。

は い 。

先生,学部長で しょう。

!ま しヽ。

役職上は原告より上の立場でしょう。

役職上はね。

原告に物言えないんですか。

いや,物は言つてます。言 うことを聞いて くれないんです。固執 され

るんです。

被告 ら代理人

甲第 14号証を示す

なぜ,こ れが出たのか とい うふ うな話なんだ lj~ど ,こ の教授会の録音は各教

授が勝手にできるとみづ ような取扱いですか。

違います。

ということは,原告さんは勝手に黙って録音してたと,こ ういうことになり

ますか。

はい,そ ういうことになると思います。

甲第 1号証を示す

これも法的なことだから,ち ょっと聞いてもどうかと思うんだけど,甲 1号

証の先ほどの「教務委員長および対象者と協議の上、授業計画を推薦委員会

に提出する。」ということだけど,考え方として,協議をしたけれども,推

薦委員会が受け付けてくれなかったという考え方と,協議そのものが成立し

ていないということで提出できないという両方の考え方があるんだけれども,
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あなたとしては,どつちかとい うことは,はつきり言えるんですか。

後者になりますかね。

ぃや,はっきり…・。

それは,はつきりとい うのは,ち ょつとすみません,難 しいです。

要するに,私の質問は分か りますよね。

|ま しヽ。  、

結果的には推薦委員会 も開かれてないわけだか ら,授業計画を推薦委員会に

出していないとい うことははつきつ してるんですね。

|まい。

だか ら,それは協議が成立 してないか ら出してないのか,協議は成立 してる

けれ ども,受理がされなかつた ら出されていない とい うことなのか,明確に

あなたが言えるかとい う質問なんだけど,そ こはちよつとあなたの意識 を聞

いてるんですけど,はつき り分か りませんか。

はっき り分か りません。両方かもしれませんが,はつき り分か りませ

ん 。

両方 とい うことはあ り得ないんで,二者択一なんで,どつちか とい うことし

かないんで,はつきり分か らない。

分からないです。

裁 判 官

授業担当計画を推薦委員会に提出するに当たつて,対象者 と協議の上 とある

んですけども,教務委員長 とも協議すると書いてるんですけども,これ,教

務委員長 とは協議はしたんですか。

正確に言 うと,教務委員長が所轄 してる教務部 とい うところか ら資料

を頂かなきゃいけないんです。その とき,教務委員長か ら;ま ず,そ

れをお願いして出していただくということで,実質的には教務委員長

が各学部の学部長 と相談して,各学部の特任教員の候補者について ,
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